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化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会開催要綱 

 

１ 趣旨・目的 

職場における化学物質の取扱いによる健康障害の防止を図るためには、事業者が自ら

の責務として個々の事業場でのばく露状況等を把握してリスクを評価し、その結果に基

づきばく露防止対策を講ずる等の自律的な化学物質管理を適切に実施することが基本

である。しかし、中小企業等においては自律的な化学物質管理が必ずしも十分ではない

ことから、国は、有害化学物質について、労働者のばく露状況等の関係情報に基づきリ

スク評価を行い、健康障害発生のリスクが高い作業等については、リスクの程度に応じ

て、特別規則による規制を行う等のリスク管理を講じることが必要である。 

このリスク評価を適切に行うため、学識経験者により本検討会を開催し、有害性が認

められる化学物質についての有害性の評価及び有害物ばく露作業報告等を活用した労

働者のばく露レベルの評価から労働者の健康障害防止に係るリスクの評価、検討を行う

こととする。 

 

２ 検討事項 

  （１）リスク評価対象物質のリスクの判定について 

  （２）リスク評価を適切に行うために必要な事項について 

 （３）その他 

 

３ 構成等 

  （１）本検討会は、別紙参集者により構成するものとする。 

  （２）本検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。 

  （３）本検討会には必要に応じ、別紙参集者以外の有識者の参集を依頼できるものとす   

る。 

  （４）本検討会は、必要に応じ関係者からヒアリングを行うことができるものとする。 

 

４ その他 

  （１）本検討会は、原則として公開するものとする。ただし、個別企業等に係る事案を

取り扱うときは非公開とする。 

  （２）本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評   

価室において行う。 

 


